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衆
議
院
議
員
北
川
れ
ん
子
君
提
出
Ｒ
Ｉ
・
研
究
所
等
廃
棄
物
処
理
処
分
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
放
射
能
濃
度
に
応
じ
た
処
分
」
に
つ
い
て
は
、
日
本
原
燃
株
式
会
社
及
び
日
本
原
子
力
研
究
所
が
、
核
原
料

物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
。
以
下
「
原
子
炉
等
規
制

法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
の
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
の
許
可
を
受
け
て
、
こ
れ
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

日
本
原
燃
株
式
会
社
は
、
実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
か
ら
発
生
す
る
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た

物
及
び
同
社
の
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
操
業
に
伴
っ
て
付
随
的
に
発
生
す
る
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ

れ
た
物
の
う
ち
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百

二
十
四
号
。
以
下
「
原
子
炉
等
規
制
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
の
九
第
一
項
の
表
第
一
号
イ
に
該
当
す
る
も
の
を
、

青
森
県
上
北
郡
六
ヶ
所
村
所
在
の
濃
縮
・
埋
設
事
業
所
に
お
い
て
埋
設
処
分
し
て
お
り
、
日
本
原
子
力
研
究
所
は
、
そ
の
東

海
研
究
所
Ｊ
Ｐ
Ｄ
Ｒ
（
動
力
試
験
炉
）
の
解
体
に
伴
っ
て
発
生
し
た
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た

物
の
う
ち
、
同
表
第
三
号
及
び
第
四
号
に
該
当
す
る
も
の
を
、
茨
城
県
那
珂
郡
東
海
村
所
在
の
東
海
研
究
所
に
お
い
て
埋
設

処
分
し
て
い
る
。

一



日
本
原
燃
株
式
会
社
及
び
日
本
原
子
力
研
究
所
は
、
原
子
炉
等
規
制
法
第
五
十
一
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

保
安
規
定
を
定
め
て
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
上
で
、
当
該
保
安
規
定
に
従
い
右
に
述
べ
た
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
巡

視
・
点
検
等
の
措
置
を
そ
れ
ぞ
れ
講
じ
て
い
る
。
ま
た
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
れ
ら
の

措
置
を
含
む
保
安
規
定
の
遵
守
の
状
況
に
つ
い
て
毎
年
四
回
検
査
を
行
っ
て
い
る
。

原
子
力
委
員
会
原
子
力
バ
ッ
ク
エ
ン
ド
対
策
専
門
部
会
が
平
成
十
年
五
月
に
公
表
し
た
「
Ｒ
Ｉ
・
研
究
所
等
廃
棄
物
処
理

処
分
の
基
本
的
考
え
方
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
報
告
書
（
以
下
「
報
告
書
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
放
射
性
同
位
元
素

及
び
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
廃
棄
し
よ
う
と
す
る
も
の
（
以
下
「
Ｒ
Ｉ
廃
棄
物
」
と
い
う
。
）

の
廃
棄
体
数
量
を
推
定
す
る
に
当
た
り
、
原
子
炉
等
規
制
法
施
行
令
の
放
射
能
濃
度
上
限
値
を
飽
く
ま
で
参
考
に
し
た
だ
け

の
こ
と
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
よ
う
に
「
原
子
炉
規
制
法
の
基
準
を
放
射
線
障
害
防
止
法
施
設
に
あ
て
は
め
る
」
こ
と
を
し
た

も
の
で
は
な
い
。

二
に
つ
い
て

科
学
技
術
庁
（
当
時
）
原
子
力
安
全
局
原
子
力
安
全
課
放
射
性
廃
棄
物
規
制
室
長
が
、
国
際
放
射
性
廃
棄
物
管
理
諮
問
委

員
会
（
以
下
「
Ｉ
Ｎ
Ｗ
Ａ
Ｃ
」
と
い
う
。
）
の
委
員
と
な
っ
て
い
る
が
、
Ｉ
Ｎ
Ｗ
Ａ
Ｃ
に
は
、
通
常
、
科
学
技
術
庁
及
び
日

二



本
原
子
力
研
究
所
の
専
門
家
が
出
席
し
て
い
た
。

昭
和
六
十
年
の
国
際
放
射
線
防
護
委
員
会
（
以
下
「
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
」
と
い
う
。
）
勧
告
に
お
い
て
は
、
放
射
線
防
護
を
考
慮

し
な
い
で
処
分
で
き
る
線
量
と
し
て
年
当
た
り
十
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
い
う
値
が
示
さ
れ
て
お
り
、
平
成
八
年
に
国
際

原
子
力
機
関
（
以
下
「
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
出
版
さ
れ
た
「
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ

Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
Ｏ
Ｃ－

八
五
五
」
に
お
い

て
は
、
御
指
摘
の
答
弁
書
で
述
べ
た
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
レ
ベ
ル
を
評
価
す
る
た
め
の
根
拠
と
し
て
年
当
た
り
十
マ
イ
ク
ロ
シ
ー

ベ
ル
ト
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
レ
ベ
ル
の
値
は
、
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
さ
れ
た
物
質
に
起
因
す
る
一
年
間
の
外
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線

量
と
当
該
物
質
の
吸
入
摂
取
及
び
経
口
摂
取
に
よ
る
預
託
実
効
線
量
の
合
計
（
自
然
界
か
ら
受
け
る
線
量
を
除
く
。
）
を
示

し
て
い
る
。

放
射
性
物
質
と
し
て
扱
う
必
要
が
な
い
物
を
区
別
す
る
際
の
判
断
方
法
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
三
年
に
原
子
力
安
全
委
員

会
が
取
り
ま
と
め
た
「
原
子
炉
施
設
に
お
け
る
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
レ
ベ
ル
検
認
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
放
射
性
核

種
濃
度
を
求
め
て
判
断
す
る
た
め
の
代
表
的
な
方
法
が
示
さ
れ
て
い
る
。

原
子
炉
等
規
制
法
に
基
づ
く
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
（
以
下
「
試
験
研
究
炉
」
と
い
う
。
）
の
附
帯
施
設
の
解

三



体
に
よ
り
発
生
す
る
金
属
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
の
う
ち
、
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
レ
ベ
ル
以
下
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
再
利
用
又
は

産
業
廃
棄
物
と
同
様
の
処
分
を
行
う
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
国
際
的
に
認
知
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ

Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
Ｏ
Ｃ－
八
五
五
」
は
国
際
的
な
安
全
基
準
と
し
て
策
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
情
報
交
換
等
を
目
的
と
し
て
、

ク
リ
ア
ラ
ン
ス
レ
ベ
ル
の
考
え
方
、
導
出
方
法
等
に
つ
い
て
各
国
の
専
門
家
に
よ
る
検
討
結
果
を
取
り
ま
と
め
た
技
術
文
書

で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
政
府
と
し
て
は
コ
メ
ン
ト
を
提
出
し
な
か
っ
た
。

四
に
つ
い
て

我
が
国
に
お
い
て
は
、
一
般
に
、
「
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
」
と
は
、
原
子
炉
に
燃
料
と
し
て
使
用
し
た
核
燃
料
物
質

か
ら
核
燃
料
物
質
そ
の
他
の
有
用
物
質
を
分
離
し
た
後
に
残
存
す
る
も
の
を
指
す
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
、
「
低
レ
ベ
ル
放

射
性
廃
棄
物
」
と
は
、
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
以
外
の
放
射
性
廃
棄
物
を
指
す
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
報
告
書

に
お
い
て
、
「
極
低
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
」
と
は
、
原
子
炉
等
規
制
法
施
行
令
第
十
三
条
の
九
第
一
項
の
表
第
三
号
及
び

第
四
号
に
掲
げ
る
放
射
能
濃
度
以
下
の
放
射
性
廃
棄
物
を
指
し
、
低
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
の
う
ち
極
め
て
放
射
能
レ
ベ
ル

四



の
低
い
も
の
を
い
う
。

御
指
摘
の
「
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
レ
ベ
ル
以
下
の
も
の
」
の
処
分
を
ど
の
よ
う
な
処
分
場
で
行
う
か
等
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘

の
答
弁
書
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
再
利
用
又
は
処
分
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
安
全
委
員
会

に
お
い
て
現
在
も
行
わ
れ
て
い
る
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
レ
ベ
ル
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
検
討
を
踏
ま
え
て
、
今
後
関
係
府
省
に
お

い
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
。
以

下
「
放
射
線
障
害
防
止
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
三
条
の
二
に
基
づ
く
立
入
検
査
に
お
い
て
指
摘
し
た
「
帳
簿
記
載
の
不
備
」
、

「
放
射
線
量
測
定
の
不
備
」
の
具
体
的
内
容
は
、
放
射
性
同
位
元
素
の
使
用
、
保
管
等
に
係
る
帳
簿
の
必
要
的
記
載
事
項
（
目

的
、
方
法
、
場
所
、
従
事
者
名
等
）
の
記
載
漏
れ
、
放
射
線
の
量
の
測
定
に
必
要
な
測
定
箇
所
の
不
足
等
、
そ
の
多
く
は
立

入
検
査
の
際
の
指
導
に
よ
っ
て
速
や
か
に
改
善
さ
れ
得
る
軽
微
な
違
反
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
含
め
、
違
反
事
実
の
認
め
ら
れ

た
事
業
所
に
お
い
て
改
善
措
置
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
を
立
入
検
査
の
後
に
確
認
し
て
お
り
、
各
事
業
者
に
お
い
て
は
法
令
に

基
づ
い
た
放
射
性
同
位
元
素
等
の
適
切
な
取
扱
い
が
期
待
で
き
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

五



立
入
検
査
に
お
け
る
指
摘
事
項
の
多
く
は
、
右
に
述
べ
た
と
お
り
、
速
や
か
に
改
善
措
置
が
講
じ
ら
れ
得
る
軽
微
な
違
反

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
立
入
検
査
に
お
け
る
指
摘
事
項
を
す
べ
て
記
録
に
記
載
し
た
上
で
記
録
簿
等
と
し
て
保
存
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
ま
た
、
違
反
件
数
に
つ
い
て
の
統
計
も
作
成
し
て
い
な
い
。

原
子
炉
等
規
制
法
第
六
十
八
条
に
基
づ
く
立
入
検
査
を
行
う
職
員
は
、
そ
の
都
度
、
事
業
者
の
区
分
に
応
じ
て
主
務
大
臣

に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
平
成
九
年
度
に
お
い
て
は
、
試
験
研
究
炉
を
設
置
し
た
事
業
所
等
の
う
ち
、
一
事
業
所
に

お
い
て
核
燃
料
物
質
の
使
用
に
係
る
施
設
の
保
安
管
理
状
況
が
適
切
で
な
い
事
実
が
明
ら
か
と
な
っ
た
た
め
、
三
人
の
職
員

が
当
該
事
業
所
に
対
し
立
入
検
査
を
実
施
し
た
も
の
で
あ
り
、
平
成
十
一
年
度
に
お
い
て
は
、
平
成
十
一
年
九
月
に
発
生
し

た
株
式
会
社
ジ
ェ
ー
・
シ
ー
・
オ
ー
東
海
事
業
所
に
お
け
る
臨
界
事
故
を
受
け
、
同
年
十
月
四
日
付
け
東
海
村
ウ
ラ
ン
加
工

施
設
事
故
政
府
対
策
本
部
の
決
定
に
基
づ
き
、
核
燃
料
物
質
の
使
用
に
係
る
施
設
に
対
し
緊
急
総
点
検
を
行
う
た
め
二
十
一

人
の
職
員
が
立
入
検
査
を
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

放
射
線
障
害
防
止
法
に
基
づ
き
廃
棄
の
業
の
許
可
を
受
け
た
者
（
平
成
十
四
年
二
月
現
在
で
十
二
事
業
所
）
は
、
放
射
線

障
害
防
止
法
第
二
十
条
に
基
づ
き
排
気
設
備
の
排
気
口
及
び
排
水
設
備
の
排
水
口
に
お
け
る
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度
の
測

六



定
、
事
業
所
境
界
に
お
け
る
放
射
線
の
量
の
測
定
等
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
業
所
に
対
す
る
立
入
検

査
の
回
数
は
、
平
成
八
年
度
に
一
回
、
平
成
九
年
度
に
八
回
、
平
成
十
年
度
に
一
回
、
平
成
十
一
年
度
に
一
回
で
あ
り
、
立

入
検
査
の
際
に
前
記
の
測
定
の
記
録
、
測
定
方
法
等
に
つ
い
て
検
査
を
行
っ
て
い
る
。

試
験
研
究
炉
を
設
置
し
た
事
業
所
等
に
お
い
て
は
、
事
業
所
の
一
部
の
施
設
で
放
射
性
廃
棄
物
を
焼
却
処
理
し
て
い
る
場

合
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
業
所
に
対
す
る
立
入
検
査
の
回
数
は
、
平
成
九
年
に
一
回
、
平
成
十
一
年
に
九
回
で
あ
り
、
立
入

検
査
の
際
に
必
要
な
場
合
に
は
当
該
施
設
周
辺
の
河
川
水
、
土
壌
等
の
環
境
放
射
能
分
析
を
行
っ
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

原
子
力
委
員
会
原
子
力
バ
ッ
ク
エ
ン
ド
対
策
専
門
部
会
及
び
同
部
会
Ｒ
Ｉ
・
研
究
所
等
廃
棄
物
分
科
会
（
以
下
「
部
会
等
」

と
い
う
。
）
で
は
、
Ｒ
Ｉ
廃
棄
物
及
び
試
験
研
究
炉
を
設
置
し
た
事
業
所
等
か
ら
発
生
す
る
放
射
性
廃
棄
物
（
以
下
「
研
究

所
等
廃
棄
物
」
と
い
う
。
）
の
処
理
処
分
に
関
し
て
、
安
全
確
保
の
た
め
の
諸
制
度
の
整
備
等
に
つ
い
て
検
討
し
て
報
告
書

を
取
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
部
会
等
の
委
員
の
選
定
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
答
弁
書
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
安

全
確
保
を
考
慮
し
な
い
委
員
は
い
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
再
度
委
員
を
選
び
直
し
て
検
討
を
行
う
こ
と
は
考

え
て
い
な
い
。

七



八
に
つ
い
て

ク
リ
ア
ラ
ン
ス
レ
ベ
ル
の
在
り
方
に
関
す
る
原
子
力
安
全
委
員
会
の
検
討
状
況
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
二
年
三
月
か
ら
同

年
九
月
ま
で
は
放
射
性
廃
棄
物
安
全
基
準
専
門
部
会
に
お
い
て
、
同
年
十
二
月
か
ら
は
原
子
力
安
全
基
準
専
門
部
会
に
設
置

さ
れ
た
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
分
科
会
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
審
議
を
行
っ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
審
議
は
公
開

で
行
わ
れ
、
そ
の
速
記
録
及
び
資
料
は
財
団
法
人
原
子
力
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー
の
原
子
力
公
開
資
料
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
公

開
さ
れ
て
お
り
、
詳
細
は
こ
れ
ら
速
記
録
等
に
よ
り
承
知
さ
れ
た
い
が
、
審
議
の
概
要
は
、
原
子
炉
施
設
に
お
け
る
ク
リ
ア

ラ
ン
ス
レ
ベ
ル
及
び
そ
の
検
認
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｐ
の
放
射
線
防
護
の
考
え
方
に
お
い
て
は
、
少
な
い
放
射
線
量
で
も
何
ら
か
の
健
康
に
対
す
る
悪
影
響
を
起
こ
す

こ
と
が
あ
る
と
仮
定
し
、
ま
た
、
す
べ
て
の
被
ば
く
は
経
済
的
及
び
社
会
的
要
因
を
考
慮
に
加
え
た
上
、
合
理
的
に
達
成
で

き
る
限
り
低
く
抑
え
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

原
子
力
委
員
会
原
子
力
バ
ッ
ク
エ
ン
ド
対
策
専
門
部
会
に
お
い
て
も
、
報
告
書
の
「
さ
い
ご
に

－

国
民
の
理
解
を
得
つ

つ
処
分
事
業
の
着
実
な
実
施
を
図
る
た
め
に－

」
の
中
で
、
「
処
分
事
業
の
実
施
が
地
域
住
民
の
健
康
や
周
辺
の
自
然
環
境

八



に
対
す
る
影
響
を
与
え
な
い
よ
う
必
要
な
安
全
対
策
を
講
ず
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
」
と
あ
る
よ
う
に
、
右
に
述
べ
た
Ｉ
Ｃ
Ｒ

Ｐ
の
考
え
を
踏
ま
え
、
安
全
確
保
を
考
慮
し
つ
つ
、
報
告
書
を
ま
と
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

十
に
つ
い
て

Ｒ
Ｉ
廃
棄
物
及
び
研
究
所
等
廃
棄
物
の
処
理
又
は
処
分
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
に
お
い
て
も
、
関
連
法
令
の
整
備
に
つ
い

て
の
考
え
方
、
手
続
、
日
程
等
も
含
め
て
決
定
す
る
段
階
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

九


